
12広報あらお  Ｈ 22 2.1

健
康
・

保
健
・

子
育
て

〈
児
童
手
当
〉

２
月
は
支
給
月
で
す

　

児
童
手
当
が
、２
月
15
日

（月
）

に
受
給
者
の
皆
さ
ん
の
金
融
機
関

口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。
な

お
、
は
が
き
に
よ
る
通
知
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
支
給
は
、
21
年
10
月
か

ら
22
年
１
月
ま
で
の
４
カ
月
分
で

す
。
21
年
10
月
以
降
に
新
し
く

認
定
さ
れ
た
人
は
、
認
定
の
請

求
を
行
っ
た
月
の
翌
月
か
ら
22
年

１
月
ま
で
の
分
と
な
り
ま
す
。

[

問]

福
祉
課　

☎
63
・
１
４
１
７

障
が
い
者
定
期
相
談
会
（
２
月
）

　

身
体
・
知
的
・
精
神
な
ど
に
障

が
い
の
あ
る
人
や
、
そ
の
家
族
が

抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
、
困
り

ご
と
に
つ
い
て
の
相
談
に
応
じ
、
必

要
な
情
報
の
提
供
お
よ
び
助
言
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
援
、

就
労
支
援
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

生
活
の
中
で
、
困
っ
て
い
る
こ
と

や
心
配
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
日
時　

２
月
17
日

（水
）

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

●
場
所　

長
洲
町
保
健
セ
ン
タ
ー

［
問
］
福
祉
課
☎
63
・
１
４
０
６

お
は
な
し
会
へ
ど
う
ぞ
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
２
月
分
）

　

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
パ
ネ

ル
シ
ア
タ
ー
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

す
。
お
話
と
親
し
む
ひ
と
と
き

を
、
親
子
で
過
ご
し
ま
せ
ん
か
？

▼
キ
ャ
ッ
チ
・
ハ
ー
ト
・
ブ
ッ
ク

お
は
な
し
会
（
キ
ッ
ズ
・
フ
レ
ン
ド
）

●
５
日

（金
）　

午
前
11
時

場
所　

中
央
公
民
館
ロ
ビ
ー

「
天

使
の
館
」

▼
年
中
行
事
の
お
は
な
し
会

●
６
日

（土
）　

午
後
２
時

テ
ー
マ
は

「節
分
」
で
す

場
所　

中
央
公
民
館
ロ
ビ
ー

「
天

使
の
館
」

▼
ぐ
り
と
ぐ
ら
お
話
の
会

●
13
日

（土
）
午
後
２
時

場
所　

中
央
公
民
館
ロ
ビ
ー

「
天

使
の
館
」

▼
乳
幼
児
の
た
め
の
お
は
な
し
会

（
ぐ
り
と
ぐ
ら
お
話
の
会
）

●
19
日

（金
）　

午
前
11
時

場
所　

み
ど
り
蒼
生
館

※
ど
の
お
は
な
し
会
も
参
加
無

料
。
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
キ
ッ
ズ
・
フ
レ
ン
ド
の
は
な
し

会
と
な
か
よ
し
ブ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
お

は
な
し
会
は
、
特
別
整
理
休
館

期
間
中
の
た
め
お
休
み
で
す
。

▼
市
立
図
書
館 

２
月
の
休
館
日

３
日

（水
）、７
日

（第
一
日
曜
）、

10
日

（
水
）、
11
日

（
木
・
祝
）、

17
日

（
水
）、
蔵
書
点
検
と
シ
ス

テ
ム
導
入
の
た
め
の
特
別
整
理
休

館
日
…
19
日
（金
）
～
28
日
（日
）。

[

問]

市
立
図
書
館

☎
63
・
２
３
７
９　

個
人
事
業
者
の
消
費
税
の

申
告
は
…

　

個
人
事
業
者
で
、
平
成
19
年

度
分
の
収
入
金
額

（
課
税
売
上

高
）
が
１
千
万
円
を
超
え
た
人

は
、
平
成
21
年
度
は
消
費
税
課

税
業
者
に
該
当
し
、
平
成
22
年

３
月
31
日
ま
で
に
消
費
税
の
確

定
申
告
と
納
税
を
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
課
税
事
業
者
が
納
付

す
べ
き
消
費
税
額
は
、
課
税
期

間
の
売
上
げ
に
対
す
る
消
費
税

額
か
ら
仕
入
れ
や
経
費
に
含
ま

れ
る
消
費
税
額
を
控
除

（
仕
入

税
額
控
除
）
し
て
計
算
し
ま
す

の
で
、
売
上
げ
、
仕
入
れ
な
ど

に
係
る
取
引
に
関
す
る
事
項
を

記
録
し
た
帳
簿
お
よ
び
請
求
書

な
ど
の
書
類
を
保
存
し
て
お
く
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
仕
入
れ
税
額
控
除
を

受
け
る
た
め
に
は
、
簡
易
課
税

制
度
を
選
択
し
た
場
合
を
除
き
、

取
引
事
実
を
記
録
し
た
帳
簿
に

加
え
、
取
引
先
か
ら
受
け
取
っ

た
請
求
書
な
ど
も
保
存
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
注

意
が
必
要
で
す
。
こ
れ
ら
の
帳

簿
な
ど
の
保
存
期
間
は
、
そ
の

課
税
期
間
の
確
定
申
告
期
限
の

翌
日
か
ら
７
年
間
で
す
。

　

消
費
税
に
つ
い
て
の
帳
簿
の
記

載
事
項
や
確
定
申
告
書
の
策
生

保
法
な
ど
、
分
か
ら
な
い
こ
と
は

早
め
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

[

問]

玉
名
税
務
署

☎
72
・２
１
２
５
（自
動
音
声
案
内
）

確
定
申
告
は
、
正
し
く
お

早
め
に
！

平
成
21
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告

期
間
平
成
22
年
２
月
16
日
（
火
）

～
３
月
15
日
（
月
）

　

確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て

き
ま
し
た
。

　

所
得
税
は
、
納
税
者
自
身
が

所
得
金
額
や
税
額
を
正
し
く
計

算
し
て
納
税
す
る
申
告
納
税
精

度
を
採
っ
て
い
ま
す
の
で
、
所
得

金
額
や
税
額
を
正
し
く
計
算
し
、

申
告
と
納
税
は
期
限
内
に
お
済

ま
せ
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告
書

の
提
出
は
、
郵
送
な
ど
で
も
結

構
で
す
。

　

申
告
期
限
が
間
近
に
な
る
と
、

申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
、
長

時
間
か
か
る
場
合
も
あ
り
ま
す

の
で
、
早
め
に
申
告
を
お
済
ま
せ

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
簡
単
に
申
告
書
な
ど

の
作
成
が
出
来
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp

://

w
w
w
.n
ta.g

o.jp
/

[

問]

玉
名
税
務
署

☎
72
・２
１
２
５
（自
動
音
声
案
内
）
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チャレンジプラザあらお入居者募集

荒尾市起業家支援センター

チャレンジプラザあらお　入居者を募集します！

荒
尾
市
民
病
院

糖
尿
病
教
室　

瑞
鳳
会　

●
内
容　

「
代
謝
内
科
医
か
ら
の

話
」

　

糖
尿
病
腎
症
に
つ
い
て

　

糖
尿
病
に
ま
つ
わ
る
話

　

講
師　

水
本
輝
彦
医
師
、
小
野

薫
医
師

●
日
時　

２
月
12
日

（金
）
午
後

２
時
30
分
～
４
時

●
場
所　

市
民
病
院
健
康
管
理

セ
ン
タ
ー

（
南
病
棟
２
階
人
間

ド
ッ
ク
室
）

●
参
加
費　

無
料

※
事
前
申
込
不
要　

[

問]

市
民
病
院
代
謝
・
内
分

泌
内
科
外
来　

☎
63
・
１
１
１
５

モシモシ健康情報
☎ 096-385-3300

●●熊本県保険医協会●●

２月

▽月曜  アレルギー性鼻炎
▽火曜  乳幼児の RS ウイルス感染症
▽水曜  正常眼圧緑内障とは
▽木曜  口の乾きで困ってませんか
▽金曜  怖い低温やけど
▽土・日曜  冷えと漢方

※テーマは変更になることがあります。

　「新たに創業を予定している人や、 新事業への挑戦を目指す」 起業家に、 共益費のみの

負担で事業スペースを提供するほか、 経営相談や技術相談などの支援を行います。

●募集期間　2 月 1 日 （月） ～ 19 日 （金）

●入居期間　平成 22年 4月 1日から 1年以内とし、

更新は 2回まで最長 3年

●募集施設　チャレンジプラザあらお

　　　　　　　　（所在地　西原町 1丁目 3-1）

　　　　　　　　 ・ 部屋数　3 部屋　各 20 ㎡

　　　　　　　　 ・ 24 時間入退室可

●利用料　電気料、 上下水道料、 消耗品の一部

を共益費として、 1 ㎡あたり 700 円。 入居室賃料、

駐車場使用料は無料。

※ただし、高速情報通信回線 （初期工事費含む）、

電話 （申込手続き、引込み工事費含む）、複写機、

ファクシミリの使用料などは入居者負担となります。

●応募資格

　 ・ 創業を予定している個人もしくは団体など。 ま　

　　たは企業の設立が 5年以内である中小企業者

　 ・ 将来の発展が見込めるスタートアップ段階の企

　　業および個人事業主

　 ・ 新分野への進出や研究開発に取組む企業およ

　　び個人事業主

　 ・ 入居申込者の住所が市内 （または市内に移転

　　予定） の企業および個人事業主であり、 入居　

　　期間終了後に荒尾市内で創業予定の人

●入居者選定　入居の可否は、 入居資格審査会に

おいて一次審査で応募者から提出された事業計画

書などに基づき書類審査およびヒアリング、 二次審

査で応募者本人による事業内容のプレゼンテーシ

ョン審査を行い決定します。

●申し込み方法　入居を希望する人は、 「入居許

可申請書」 および 「事業計画書」 ほか下記必要

書類を添えて、 商工観光課まで提出してください。

・住民票の写し（法人にあっては、登記事項証明書）

・ 申請直近の所得証明書

・申請直近の納税証明書

・ 事業所得者にあっては、 申請直近の一期分の決

　算関係書類

・会社経歴書 （個人の場合は履歴書）

・ その他審査のため別途書類の提出をお願いする

　場合もあります。

●その他　①関係書類などについては、 商工観光

課および荒尾商工会議所並びに荒尾市起業家支

援センターに準備しています。 ②提出していただい

た書類などは、 審査の結果に関わらず返却しませ

んのでご了承ください。

[ 問 ]　〒 864-8686　荒尾市宮内出目 390 番地

商工観光課商工係　☎ 63-1421　


